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５ 議案第７４号関係 

 おいらせ町学校給食費の免除に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１月１日から施行

する。 

１ この条例は、平成３１年１月１日から施行

する。 

 （この条例の失効）  （この条例の失効） 

２ この条例は、令和７年３月３１日限り、そ

の効力を失う。 

２ この条例は、平成３４年３月３１日限り、

その効力を失う。 

 

 


